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西海岸地区の工事に伴う簡易標識設置のお知らせ

○R3.9より、西海岸地区岸壁(-11m)の老朽化対策工事として、水面付近で鋼管杭を切断し上部コンクリートを撤去しております。

○夜間の航行船舶への安全対策として、切断した鋼管杭の杭頭部に工事区域を明示するための簡易標識4基を設置しております。

○また、昼間時の安全対策として、簡易標識間の鋼管杭の杭頭部に鋼製の主柱3基（標識灯なし）を設置しております。

○付近を航行の際は、ご注意願います。

簡易標識設置状況
（黄光 4秒1閃光）
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鋼製主柱

【簡易標識構造図】
（黄光 4秒1閃光）

※鋼製主柱の高さは、簡易標識と同じ3.7mで、
標識灯は付いていません。

鋼製主柱設置状況
（灯火なし）


